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ビハーラセミナー

1995年6月10日　　鷹巣町　鷹巣阿仁広域交流センター

いのちの電話の活動について

　　山内政志　　 いのちの電話を考える会

国内でのいのちの電話の活動

　はじめまして。ご紹介いただきま
した山内です。盛岡で「いのちの電
話」の電話相談員を2年半やってお
りました。昨年の7月に秋田に帰っ
てきまして、「いのちの電話を考え
る会」という活動をしているもので
す。「いのちの電話を考える会」は
まだ実際に電話をうけるということ
はしていません。
　それでは早速本題に入りたいと思
います。一つ目に国内での「いのち
の電話」の活動についてということ
で、一番最初に「いのちの電話」が
開局したのは、1971年10月東京に
於てでした。最初に提案したのはル
ツ・ヘットカンプというドイツの女
性の方で、キリスト教の宣教師の方
です。そのときにすでにドイツのほ
うで実践されていた電話相談を日本
でもはじめようとしたんです。それ
が1969年のことです。その後有志

が集まって、専門家の方達の意見も
聞いたんですが、そのときの専門家
の方達は設立に慎重な意見が多かっ
たんです。それでも、是非創ろうと
いうことで1971年10月に開局とい
うことになりました。1977年には
「いのちの電話連盟」が結成され、
規約などが制定されました。
　現在は全国で37のセンターが活動
中です。すべてのセンターが24時間
体制で動いているわけではありませ
んが、将来的には24時間体制をめざ
しています。東北では仙台、盛岡、
山形、青森の4センターが活動中
で、もっとも早くできたのが仙台、
その次が盛岡、昨年が山形、今年が
青森で東北で開局されていないのが
福島と秋田だけということになりま
す。

　次に「いのちの電話」ができてき
た源流についてお話ししたいと思い

いのちの電話の源流
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ます。
　元々は1953年にイギリスで「サ
マリタンズ」が発足しています。
「サマリタンズ」はチャド・バラー
さんというキリスト教の宣教師の方
が始めたんですけれども、この組織
を創設する以前からバラーさんが一
人で電話によるカウンセリングを行
なっていたのですが、ひっきりなし
に電話が掛かってきて食事をする暇
もなかったそうです。この「サマリ
タンズ」の意味なんですけれども、
これは聖書にでてくる親切なサマリ
ア人に由来してまして、「よき隣
人」というような意味です。
　その後この電話相談活動は、ヨー
ロッパ諸国、仏教国、イスラム教国
へと広がりました。「サマリタン
ズ」を含むヨーロッパ諸国の電話相
談機関は、1960年以来「国際救急
電話相談連盟」通称「イフォテー
ス」（ＩＦＯＴＥＳ）を組織して交
流をしています。もっとも、「サマ
リタンズ」はこの組織の中核的存在
を果たしてきたのですが、1984年
に考え方の違いから脱退していま
す。
　もう一方、シドニーで始まった活
動に「ライフ・ライン」と言うのが
あります。この創設者はアラン・
ウォーカーという人で、この方もキ
リスト教の牧師なんですけれども、
1963年のことです。この組織はそ
の後オーストラリアをはじめ、
ニュージーランド、北アメリカ、南

アフリカ、さらに日本、台湾、韓国
など環太平洋諸国に広がっていま
す。1966年には「国際ライフ・ラ
イン」が組織されて、3年毎に持ち
回りで総会を開いて、幅広く活動し
ています。
　諸外国でいろんないのちの電話相
談がありますが、国によっていろん
な名称があります。例えばドイツは
「テレホンゼールゾルゲ」、スイス
では「さしのべられた手」、ロシア
の「信頼の電話」などです。

日本への影響

　次に日本への影響についてです。
日本における源流となったのは「サ
マリタンズ」と「ライフ・ライン」
の二つです。サマリタンズは、その
精神においては起源を有するが、キ
リスト教団体ではない。ボランティ
アは、その信仰がなんであろうと
も、かけ手を改信させようとするい
かなる試みも厳しくこれを禁ずる、
というのが基本的な立場です。
　ライフ・ラインはキリスト教を信
条としています。日本はライフ・ラ
インから多くのことを学び、「いの
ちの電話」の名称もこれに由来し
て、開局まで至っています。そのた
め、当初はキリスト教的信条を明確
にすべきだという意見もありました
が、この事業を理解する人々によっ
て幅広く支援される市民運動とする
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ために、特定の信条は持たないこと
になりました。このため、キリスト
教的信条を掲げる「国際ライフ・ラ
イン」には交流を持ちつつも加盟し
ていません。

いのちの電話とは

　日本には「心の電話」とか、警察
の「やまびこ電話」などの電話相談
があります。では「いのちの電話」
とはどういうものなのか、というこ
とですが、一口にいいますと、訓練
された相談員が行なう電話によるボ
ランティア活動である、ということ
です。電話の内容はどんな悩みでも
構いません。相談員は秘密を守るこ
とを義務付けられています。二つ目
は、いかなる政治的・宗教的なもの
にも影響されない、ということで
す。これは先にも陳べたとおり、こ
の事業を理解する人に幅広く支援さ
れる活動と位置づけられているから
です。
　次に「いのちの電話」の役割につ
いてです。一つ目は、よき隣人とし
て手をさしのべることであり、二つ
目として、その根底にあるのは電話
による自殺予防のための危機介入と
いうことです。
　専門家の一部からは、素人ができ
るのか、という声も聞こえますが、
どんな優秀な専門家の方でも個々の
価値観に関わる個人的な部分では、
一面的な対応に終わってしまうとい

う状況があるそうです。そこで、何
故ボランティアなのかということで
すが、チャド・バラーさんがサマリ
タンズを開設する前からいろんな方
の相談を受け付けていたんですけれ
ども、追い詰められた状態で自分の
ところに集まって来た人達と面接す
ると、その悩みがもう解消されてい
た。何故なんだろうと考えてみる
と、その人達が面接を待っている間
に、コーヒーを出してくれたボラン
ティアの人に話しを聞いてもらって
いるうちに悩みが解消した、という
ことが分かったんです。
　では、なぜ電話なのかという問題
です。まず電話はみんなのうちに
あって、いろんな方とすぐに話せる
媒体であるということです。そして
普段からよく使われるコミュニケー
ションのメディアである。また、面
接して相談するとなると、名前を
いって顔まで知られてしまうという
ことがありますが、電話ですと匿名
性が保証される。また緊急の場合の
対応が可能だ、ということです。

相談員に求められるもの

　相談員になるためには60時間の訓
練が義務づけられています。なぜ訓
練が必要なのかということです。そ
れは、我々は素人による電話相談の
専門家だという心を持つということ
です。それから相談者に求められる
資質としては、暖かい心を持ってい
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てほしい。誰でも自分なりの価値観
を持っているが、その価値観を相手
に押しつけるようなことはしない。
感受性が豊かであり、相談者の背後
にあるものを真摯な気持で聞くと
いったことです。
　死にたいという深刻な悩みを聞く
とき、相談員も戸惑いや恐怖と直面
することになります。援助を必要と
している見ず知らずの人とどのよう
に接していくか、そのために訓練が
必要なのです。
　それから、電話のみによって関わ
る、という点です。会って話しをす
れば相手の表情や身振りで色々なこ
とが読み取れるということがありま
すが、ただ電話という線がつながっ
て声だけを聞くということになる
と、そのへんがたいへん難しいんで
すね。電話によってのみ相手の悩み
を理解するということは、訓練を要
することなんですね。
　それから、相談員としての役割に
おいて関わる、ということです。つ
まり、掛かってきた電話に対して、
こんな電話は嫌だという事で切って
しまうようなことはできないわけで
す。それは相談員として責任なんで
すね。
　最後に、自らの意志によって関わ
るということです。ボランティアと
いうのは本来自らの意志で参加する
という意味ですから、気まぐれでの
参加ではなくて継続的で一貫性があ
り、他の大勢のボランティアとの共

同作業であるということを認識する
ことが求められます。
　それではどんな訓練をするのか、
といいますと、1番目が人間関係基
礎訓練です。これはどういうことか
と言いますと、人との関わりで
す。グループを共にしながら他のメ
ンバーを心から理解し、受け入れ
る。その訓練で、これがあらゆる学
習の基礎となります。2番目が講義
です。電話相談の理論やカウンセリ
ング理論などを学習します。3番目
がロール・プレイングです。これは
その場で相談員とクライエントに分
かれて、実際にやってみるんです。
4番目がスーパー・ビジョンです。
実際に電話をとったあと、スー
パー・バイザーと、その応答につい
て検討したりかけ手についての理解
を交換したりすることです。スー
パー・バイザーは専門の指導者で
す。最後が継続訓練です。相談員の
訓練を受けて認定されたから自分は
これで完全だよ、というんじゃなく
て、訓練はずーっと継続して受けて
いくんです。これらの訓練を通し
て、相談員になるために最も必要と
されるのは「聞く」ということの訓
練です。
　次に相談員が陥りやすい傾向とい
うことについて。これは私自身もそ
うだったんですけれど、使命感に燃
えて相手を助けてやりたいと思い過
ぎてしまう。また、かけ手は答えを
求めるんですね。こちらとしてはあ
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あしなさい、こうしなさいといって
は駄目なんです。あくまでもクライ
エントが答えを見つけだすように導
いていくという方向で応対すること
が大事なんですね。また、説教や忠
告、指示をしてしまう、技法にとら
われる、沈黙を守れない、相談者に
巻き込まれてしまうなどが挙げられ
ます。それから、相談はあくまでも
電話で受けて、その場限りなんです
よ、電話が切れればそれでおわりな

いのちの電話の運営

んです。
　「いのちの電話」がどのように運
営されているか、ということに入り
ます。
　基本的には維持会員による会費と
寄付によって資金を賄います。組織
としては理事会というものが活動を
統括するんですが、組織の代表が理
事長ということになります。理事会
のほかに評議委員会、研修委員会、
事務局などがあります。また活動の
金銭の面でバックアップしていこう
というので後援会というのがありま
す。
　盛岡の場合ですと後援会長が岩手
銀行の頭取、副会長に岩手日報の専
務がなっています。盛岡の場合も、
今福祉法人をめざして資金を集めて
いるんです。法人化するとメリット
も大きいんですよ。税金の面での控

今後の活動

除とか、いろんな面でですね。
　今後どのような形で進めていこう
か、ということですが、まず「いの
ちの電話を考える会」という形で勉
強会をしようということで読書会を
やって、この前の勉強会で6回目に
なります。会場は千秋公園のところ
の生涯学習センター、ジョイナスで
す。なかなか会員も増えない状況
で、今後はマスコミも活用していく
ことを検討しています。
　現在は「アドラー心理学」という
本を読んでいるんですが、これは一
応終わって、次には「電話による援
助活動」という本を読むことになっ
ています。これは日本「いのちの電
話」連盟というところで作られた本
でですね、これには「いのちの電
話」の役割とか詳しい内容が載って
います。
　当面の目標としては設立準備会が
発足できればと思っています。これ
は実際に開局するための準備会とい
うことになるんですけれども、これ
ができれば次に発起人を募るという
ことになります。連盟の規約では発
起人は100名以上ということになっ
ているんですけれども、盛岡の場合
は300名以上が集まって連盟の方に
報告して開局ということになりまし
た。秋田の場合は何名位集めれるか
分からないですけれども。そして研
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修カリキュラムの作成。発起人と研
修カリキュラムをそろえて連盟への
申請ということになります。申請し
て許可がでれば発起人総会を開い
て、開局に向けての具体的な話し合
いになります。そして、相談員を募
集して研修を開始して開局と、一応
このような形になります。このよう
な方向で今後進めていければと思っ
ています。しかし、なかなか会員も
集まらないような状況で難しい面も

おわりに

あります。
　全国に5000人以上の人が相談員
として活動しています。参加するこ
と、そして続けていくことは大変難
しいことですが、ボランティアとし
て社会に関わり、活動を通して自分
自身を見つめ直す機会として、是非
参加をお願いします。
　最後に一つ紹介したいんですけれ
ども、盛岡「いのちの電話」の機関
誌に載ったある相談員の方の一文で
す。ちょっと読んでみます。
　「一人の伯父がこんなことをいい
ました。『おれは誰の世話にもなら
ず、自分一人の力ですべてを築いて
きた。それがおれの誇りだ。』実業
家として仕事も成功し、財も築き上
げ、その努力は大きなことと認めな
がらも、それを聞く私の心は何かも
の悲しいような気がした。誰の世話

にもならず生きている人がいるので
しょうか。はたして、いたとして
も、それが誇るべき事なのでしょう
か。と申しますのは、私はあまりに
もその反対で、今は殆ど健康を取り
戻し普通の生活をしているのです
が、回りの支えの中に生きているこ
とを思わずにはいられません。どん
な人にも多かれ少なかれ悩みがあ
り、どうにも立ち上がれないほどの
試練の日もあると思います。そこに
一人でもそばに立つ人がいてくれた
ら、それだけでもどんなに力になり
生きることの希望につながるか、は
かりしれないと思うのです。入院中
の或る日、医師が私にこう話しまし
た。『完治するのは難しい。病気と
共に静かに生きていきなさい。そん
な生き方もあるのです。』その時は
未来に何の望みもなくなったような
錯覚に陥り、苦しみました。そんな
時、夫は言いました。『なんにもで
きなくてもいい。寝ているだけでも
いいのだから、帰ってくれよ。』そ
の言葉はその時の私にとって救いの
全てでした。私は一人では生きられ
ない。支えあい、寄り添いあって生
きるもの。そんなふうに思うのは、
私が単に弱い人間だからなのでしょ
うか。」
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質疑応答（要約）
フロアー；自殺を考えている人に、どのように「いのちの電話」の存在を
　　　　　知らせるのか？
山　内　；新聞等で行ないます。自殺ということを明言するのではなく、
　　　　　悩みがある方はお電話下さい、という形で。
フロアー；一度の電話で効果があるものか？
山　内　；効果については明言できない。常習的にかけてくる人もいる。
フロアー；他の電話相談との違いは？
山　内　；公的機関だと、時間や相談対象の制約があるが、「いのちの電
　　　　　話」はない。
フロアー；相談員はただ聞くだけなのか？
山　内　；基本的にはそうです。但し、相手を理解して受け入れることが
　　　　　大切。指示などは必要ない。
フロアー；電話相談によって悩みが解決されたかどうか分からないので　
　　　　　は？
山　内　；「聞く」ということを通して、悩んでいる人が自ら解決の糸口
　　　　　を見つけていくということが大事。
フロアー；相手の年令や電話番号を聞くのか？
山　内　；一切聞かないが、大体何歳位というのは記録する。盛岡の例で
　　　　　は女性40代、男性30代の相談が一番多い。相談内容は家族関係
　　　　　の問題が1番である。
フロアー；相談員の年令は決まっているのか？
山　内　；各センターごとに決めている。盛岡では24歳以上60歳まで。
フロアー；これからの活動の見通しは？
山　内　；会としての受入体制を整えてから、マスコミを利用した呼びか
　　　　　けを考えている。設立準備会の発足を当面の目標とし、会長に
　　　　　なっていただける方を探している状況。
山　内　；「いのちの電話」は秋田の県民性にあわないのではないかと言
　　　　　われるがどう思うか？
フロアー；例えば選挙の際、岩手県は候補者を回りが応援するので総理大
　　　　　臣も輩出しているが、秋田県はオレもやめるからオメもやめれ
　　　　　と足を引っ張る県だと言われる。行政の相談員も学校の先生を
　　　　　やった人だからなどという理由で決められる。この人達が機能
　　　　　しないから「いのちの電話」のようなものが必要になるのだろ
　　　　　う。
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自殺予防活動に於ける仏教介入の余地について自殺予防活動に於ける仏教介入の余地について自殺予防活動に於ける仏教介入の余地について自殺予防活動に於ける仏教介入の余地について自殺予防活動に於ける仏教介入の余地について

鈴木一誠 曹洞宗教化研修所研究員

この論文は昨年の第34回曹洞宗教化学大会で発表されたものを、鈴
木氏の御了承を得て本リポートに掲載するものです。鈴木氏の御好
意に感謝申し上げるとともに、改めて自殺とその予防について考え
てみたいと思います。　　　　　　　　　　

特別寄稿

　今日、日本に於ける自殺による死
亡者数は年間平均二万人前後で、こ
れは全死亡者数の死因順位でいう
と、常に七位を下ることがない。ま
たそれだけの自殺既遂者の陰には、
数十倍の未遂者が存在し、更にその
何倍かの人が自殺念慮、つまり真剣
に死ぬことを考えているといわれて
いる。つまり自殺の問題とは万人に
とって身近に起こり得る可能性のあ
る問題なのである。この問題の深刻
さを改めて認識することは言うまで
もないが、特に僧侶としては、この
問題を如何に捉え、また対処してい
けば、現代社会に於てより良い存在

として定着することができるか、と
いうことがこの研究のねらいであ
る。
　以下、筆者が実際に体験した自殺
に関する事例と電話相談という形式
で組織的に自殺予防活動に関与介入
して地道に顕著な実績を上げている
「いのちの電話」のリポートを参考
に、教化学的視点とボランティア的
視点をもって論を展開し、仏教と自
殺問題の関係についてアプローチし
てみたい。

はじめに

自殺の是非と自殺予防活動

　自殺問題を考えていく上で、とも
すれば見過ごしがちなのが自殺の是
非についてであろう。自殺は絶対的



[10]　Vihara  Report　No.15　1995　Jul

に悪しき行為なのか。この問題に対
する自己省察なくして自殺予防活動
への関与はあり得ないと筆者は考え
ている。何故ならば、自殺否定の立
場が自殺予防活動の原動力となり意
義を与えるものとなることに対し
て、自殺肯定の立場は相手の苦しみ
を理解し、心を開かせるというカウ
ンセリング的方法の過程に於ける最
初のアプローチとして必要であり、
どちらの立場も良く弁えてこそ独断
と偏見に執らわれないバランスのと
れた活動に繋がるからである。ただ
し、最終的には自殺の危機を回避す
るという目的が存在するので、自殺
に対する偏見を捨てはしても自殺を
容認することはできない。その辺の
落ち着き所が微妙なのである。仏典
に於いては、
　或は死の美を讃歎し、或は死を勸め
て「咄男子、この惡苦の生は汝にとり
て何の用ぞ死は汝にとりて生に勝るべ
し」と云ひ、斯く心意ひ斯く決心し、
種々の方便を以て死の美を讃歎し死を
勸むれば、これ亦波羅夷にして共住す
べからざるものなり
（『南伝』律藏　經分別　第三波羅

夷）

とある。自殺を勧めることは罪であ
ることを言及している。だが、自殺
そのものを否定している訳ではな
い。やはり自殺は、まず本人の問題
という所から出発する。では、自殺
は何故否定すべきか、本人の意思よ
りも優先される確たる論理的根拠は
どこにあるのか。

　確かに現代では自殺は、悪しき現
象と捉えるのが一般論として妄信的
に通っている。また世界的に見て
も、西欧諸国ではキリスト教の影響
から論理性を欠いた宗教的、或は形
而上学的な理由から自殺を戒めてい
るし、儒教でも倫理観に基づいた道
徳論で片づけている。日本での自殺
否定は、これらの伝統的思想を総括
した感情論によって、とでも言うべ
きか。とにかく、どれも本人の苦し
みを二の次とした無責任な理論に思
える。これらの理論では、真に自殺
の危機に瀕している人の心に近づく
ことはできないであろう。
　最近は、その辺の曖昧な機微に業
を煮やした者たちが、自殺の復権を
唱えている。人生の選択肢の一つに
自殺を設け、本人の意思によって生
死を決定する権利を説いている。周
囲への衝撃や迷惑を二の次とし、本
人の苦しみの処理を最優先させた上
での結論である。例えばベストセ
ラーとなった『完全自殺マニュア
ル』（鶴見済著　太田出版）などが
顕著な例で、この内容に対し世間は
賛否両論であったが、その投書を見
ると、賛成派の方が比較的理屈が
通っていて、反対派の方が感情や一
般常識に固執した上滑りな理由を
言っているように思えた。極端な例
を上げれば、自殺は弱い者のするこ
とだ、死ぬ気でやればどうにでもな
る、逃げないで強く生きろなどと
いった一見、正当な様でありながら
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仏典に於ける自殺の事例

実はきわめて無責任な理由である。
正に偏見以外の何物でもない。
　では、結論としてはどうなのだ、
と問われると、実は結局のところ答
が出ない。自殺学でも自殺予防活動
の現場でも論理的な根拠は見い出せ
ない。ただ個々が真剣に考えること
に意義があるのであり、必要なので
ある。
　そして、このような重要なポイン
トであるのに曖昧な結論しか導き出
せない状況に仏教の教理が、僧侶と
いう立場と寺院という場を生かして
何かしら補うことができないもので
あろうか、ということがこの研究の
最大の目標である。

　そこで仏典では自殺をどのように
捉えているのかということを繙いて
みる。以下は、筆者が平易にするた
めに簡潔な現代語に意訳したもので
ある。　　　　　　　　　　　
�尊者・闡陀が重い病に罹り、治る見
　込みもないまま苦しみにうちひしが
　れていた。そこに尊者・舎利弗らが
　見舞に訪れると、闡陀は「病は重く
　なるばかりでこれ以上この苦しみに
　耐えることができないので自ら刀に
　よって命を断ちたい」ということを
　切り出す。舎利弗らは闡陀に病床に
　あって、何か不満、不都合なものは
　ないかと尋ねるが、闡陀は食料、　
　薬、看護人ともに十分に足りている
　という。ただ苦しいだけの生に執着

　することが何もなくなってしまった
　のだと言う。そこで舎利弗たちはそ
　のことを確かめると同時に仏教を正
　しく理解しているかどうかを試すた
　めに問答を交わす。まるで自殺が許
　されるか許されないかを決定するテ
　ストのようなものである。闡陀は、
　全ての問いに見事に答え自殺を決行
　した。後に舎利弗は世尊に事の経緯
　を話し、その是非を仰いでみたとこ
　ろ、涅槃の境地に至る者には肉体に
　執着する必要がなく、従って誤った
　行為ではないことを示された。　　

（雑阿含　巻第三十『闡陀經』より）

�『闡陀經』とほぼ同じ状況と内容　
　で、尊者・跋迦梨が主人公となる。
　異なるのは見舞いに行くのが舎利弗
　らではなく、世尊であり問答を交わ
　し説法をした後、世尊は跋迦梨に自
　殺を許し、やはり結果として跋迦梨
　は自殺してしまうのである。そしそ
　の行為の正当性を言及する。　

（雑阿含　巻第三十『跋迦梨經』より）

　��の事例は、自殺というより、
尊厳死の例であるが、重要なのは世
尊が、解脱し般涅槃していれば、簡
単な問答という形でのテストを通過
した後、自殺（尊厳死）を認めたと
いうことである。　　　　　　　　
�とある沙彌が出家して初めての托鉢
　で最初の一軒目の戸口から現われた
　のは十六歳の恋多き奔放な娘であっ
　た。娘は沙彌を誘惑したが、沙彌は
　発心時の決意を忘れることなく、誘
　いには頑として乗らなかった。しか
　しただ断るだけでは、プライドを傷
　つけられ怒った娘が、有ること無い
　ことを吹聴し、教団に迷惑が及ぶ可
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　能性があり、かと言って戒を破る訳
　にもいかず、悩んだ挙げ句の果て、
　沙彌は自殺を選んだ。命懸けで戒を
　護持する姿勢が褒め讃えられてい　
　る。
　（賢愚經　巻の第五　二十四　　　
　　沙彌、戒を守り自殺する品　第二
　　十三）
��の文中に沙彌が自殺を決意する過
　程に於いて、先人の死に様を回想す
　る場面がある。例えば、山賊に遭遇
　して命は取られなかったものの、身
　ぐるみを剥がされ、しかも縄で縛ら
　れたまま山中に置き去りにされた比
　丘がいたが、彼は飢餓に苦しんで　
　も、虫や植物を害することなく、餓
　死してしまう。或いは、乗っていた
　船が大破し、海に投げ出された比丘
　がいた。下座の比丘は、幸運にも板
　の切れ端を見つけ、それに掴まって
　いるおかげで溺れなくてすんだ。と
　ころが上座の比丘には、掴まれそう
　な物が何も見つからず、まさに海底
　に沈まんとした時に下座の比丘は掴
　まっていた板切れを上座の比丘に譲
　り、自らは海底に沈んでいった。

　　　　　　　　　　　（�と同様）

　��は、自殺と言えば自殺ではあ
るが、いわゆる殉教に近いものであ
る。
　これらの例から考えられる仏教に
於ける自殺の扱いは、空の実現の
為、大欲の為であれば正当化され、
また尊厳死に於いても解脱を条件に
認められている。偏見がなく柔軟な
対応であることは確かだが、果たし
てこれが現代社会で通用するかは疑

問である。それほど現代社会は死に
ついての形骸化が進み、生への絶対
的なプラス要素にのみ執着するアン
バランスな風潮が蔓延している。そ
の結果、自殺の是非は例が少ないせ
いもあるが、仏教で現代社会にも受
け入れやすいような説明をつけるの
は、難しいと考えるに至った。

　では、どう考えればいいのか、と
いうことで「いのちの電話」のカウ
ンセラーに聞いてみたところ、やは
り答えは出なかった。しかし、そこ
からの展開の方法がしっかりと確立
していることが感じられた。そこに
は、あくまで一緒に考えていくとい
う形が出来ており質問に答えを提示
して押しつけるのではなく応えて、
お互いが対等な立場で理解を深めて
行こうという姿勢がある。自殺の是
非に限らず物事の答えは必ずしも絶
対的な答えがあるとは限らず、相対
的なものもまた多いということを彷
彿とさせられた思いがした。

　次に自殺を予防する必要や義務が
あるのか、そもそも他人が介入する
べき領域にある問題なのかについて
である。自殺の是非が相対的である
以上、この問題もどちらともいえな
い難しい問題である。実際に自殺予

　　　　　自殺の是非
「いのちの電話」に於ける

自殺予防活動の必要性
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防活動を行なっていく上で、この問
題に決着がつけられないということ
は、いかにも頼り無い様であるが、
やはり道徳論や感情論に走らず、こ
の問題に対峙していくことは大変意
義深い。現在でも、根本的な理由づ
けは成されてはいないものの、自殺
学という専門領域と自殺予防活動の
実践現場から考えられる自殺予防活
動の必要性の理由は次のものが上げ
られる。　　　　　　　　　　　　
�自殺念慮は一時的なものが多く、
　例え慢性的に自殺念慮が生じたと
　しても、一回一回の自殺の危機は
　長期間持続するものではないこと
　が多い。それは未遂者のほとんど
　が命を取り留めて生き延びたこと
　を後で感謝していることに裏付け
　られる。　　　　　　　　　　　
�はっきりと自殺意図をもって決行
　する人も勿論いるが、多くの自殺
　企図者は「死んでしまいたい」希
　死願望とともに「生きたい」「助
　けてほしい」という希生願望も併
　有し、死に対する感情が両価的な
　状態をさまよっている場合が多　
　い。　　　　　　　　　　　　　
�遺族をはじめとする周囲の人、特
　に遺児に与える自殺の衝撃、精神
　的影響は甚大なものであり、回復
　の難しい心理的な傷を与えるとい
　う事実。　　　　　　　　　　　
�死にたい人に死ぬ権利があったと
　しても、現在生きている人にとっ
　ては汚点や心の傷のない人生を生

　きる権利があり、自殺者と言えど
　もそれを侵害する権利がないこ　
　と。
�自殺防止活動や危機介入を通し　
　て、その人の自己開発と成長を助
　けることができる可能性を多分に
　含んでいるということ。　　　
�自殺を選択すると考えている多く
　の人が、精神障害や人格障害に罹
　患していることが多く、その問題
　は現代の精神医学で治療可能のも
　のが多いという事実。　　　　　
�自殺企図には、ある特定の人物・
　事象に向けられたメッセージが存
　在することが多く、そのメッセー
　ジが事前に聞き入れられた場合、
　自殺を防ぐことがあるというこ　
　と。
　これらの問題はほとんどが…であ
る場合が多い、と言った限定表現で
しか表せず、あくまで現場での統計
に過ぎないということである。しか
し総じてみると自殺に至るにはまだ
早い、考え直す余地があるという
ケースが多いことが察せられる。ま
ず「ちょっと待て」と言うことが自
殺予防活動の必要性の理由に当たる
のではないだろうか。

　自殺の是非に関わらず、早まった
行ないに「待った」をかけることが
自殺予防活動の意義であるとして
も、結局のところ自殺は死因の順位

自殺予防活動の現実
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が常に七位を下らないということは
とりもなおさず有効な予防法が未だ
に確立されていないことの証明でも
ある。何故確固たる予防法が工夫さ
れないのかという問題が当然ながら
考えられる。これには様々な原因が
考えられるが、端的に言って、それ
は自殺の原因とも言うべき理由が多
岐に渡り、まさに百人百様の相を呈
していることにある。つまり自殺の
事例の数だけそれぞれ異なった事情
が存在するからである。事情とは死
を考えてしまうほどの苦しみに苛ま
れるということであり、また苦しみ
自体もきわめて主観的な感覚概念で
あるから事例の全てがケース・バ
イ・ケースであるので、マニュアル
は作成し得ない。つまり予防法とし
ては、個人のカルテによってのみ作
成せざるを得ない。それも複数の専
門分野からの介入が連携しながら作
成した一枚のカルテによってであ
る。その専門分野の一つに宗教者と
しての僧侶が仏教教理を提供するこ
とで介入できないものか。

　人の心は無常であるから様々な経
験を重ねていく上で、どんなに固く
閉ざした心であろうと絶対に開かな
いということはない。そこにどんな
些細なことでもいいから、解決の糸
口を探り当て身近に起こり得る悲劇
を未然に防ぐ努力をしなければなら

仏教介入の余地について

ない。
　自殺の危機とは、人権の一である
生存権の侵害が死ぬ権利に転換する
重大事である。教化者としての姿勢
の根底に四無量心があり、行いの規
範に四攝法がある限り、最も注目す
べき問題である。特に慈悲心におい
て、その反対概念を無関心と捉える
とするならば、僧侶の危機介入の義
務と必要性にも頷けよう。
　他者の痛みを理解し、分かち合お
うとする気概、これこそ自殺念慮者
を単に指導教化するのではなく、共
に苦しみの生起する原因を考えてい
こう、という自殺予防活動に於ける
カウンセリング的視点に立った基本
的なポイントとなる。
　希死願望、自殺念慮もひいては苦
しみの生起に端を発するとするなら
ば、苦について深く考察し、苦の生
起する原因をつきとめ、それを滅す
る法を説く仏教は、自殺予防活動に
有効な分野であると考える。特に、
四諦、八正道、十二因縁などの根本
理念は、苦しみの原因を理解する知
慧を養わせ、苦しみから離れる道を
実践させる、という教化的要素を多
分に含み、ボランティア的活動であ
る自殺予防活動に生かすことの出来
る有効な、そして僧侶にとっては最
大の武器といえるものである。常日
頃からの教化姿勢として「もしかす
るとあなたの苦しみを理解し、解決
の方法が見つかるかもしれない。
我々はその力添えを惜しまない」と
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いうことをアピールし、援助者とし
ての立場も明確にして、ひらかれた
寺院に発展させるのが一つの理想で
ある。
　ただし問題点もある。緊急を要す
る危機介入に於いては、理屈は通用
しないということである。ロスアン
ゼルス自殺予防センターと協力して
永年にわたって研究や診療に従事し
てきた精神分析医のリットマンは
「危機が深いほど専門的ケアを必要
としない」と定義づけた。「いのち
の電話」にしても救急医療現場に於
いても、聞いてみるとやはり答えは
同じである。緊急の危機現場にあっ
て仏教介入の必要はなく無意味であ
る。必要なのは、生命の物理的確保
と素朴な善意と新鮮な感性でひたす
ら相手の立場に立とうとする努力で
ある。それが自殺を決意した人を正
気に返らせ、生への意欲を再び沸き
起こすことがある。仏教の教化的介
入は、緊急の危機に至る以前、もし
くは自殺企図後、とりあえず緊急の
危機は回避されて、一時的な落ち着
きを取り戻した時に初めて必要の機
会を与えられる。それ以外の時間
は、仏教は自らの活動の原動力とし
て存在するだけで、介入の手段とし
ては使えない。それには、自殺予防
活動に於けるカウンセリング技術が
大きな助けとなろう。もし僧侶が本
格的に自殺予防活動に携わっていく
のであれば、カウンセリング技術は

必須のものである。その技術が自殺
予防活動に於ける緊急の危機介入か
ら仏教の教化的介入を結ぶパイプラ
インになるのではないかと考える。
これを単に教化が目的の信仰の押し
つけと捉えてはならない。信仰と救
済は必ずしも一致するものではな
く、救済の手段としての仏教の有用
性を提唱するものであり、それが教
化にまで発展するか否かは結果の問
題でしかない。

　全ての自殺が予防可能であること
などないし僧侶が自殺予防活動にば
かり目を向けている訳にもいかな
い。しかし自殺予防活動を契機とし
たカウンセリング技術の習得を促し
たい。自殺問題の背景には、現代社
会の様々な問題、例えばいじめなど
重大な人権侵害を伴う差別問題、尊
厳死問題などが潜伏していることが
多い。苦しみの存在する所には、必
ず自殺問題が密接に関わると言って
も過言ではなく、これらの問題に介
入していくにあたり社会還元を見越
した自己開発は、そのまま教化者と
してのキャリアとなり、教化活動の
一環として、対処できる問題の分野
が拡大するからである。

おわりに
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　『がんの痛の

心の痛み』　　　　

石垣靖子　著

　　家の光協会
　　１、３００円
　　
　　平成５年

　著者は看護婦として、がん患者の

心身両面にわたる“痛みの看護”に
先駆的な道を拓いてきた人で、これ
に関した本を何冊か書いている。
「日本がん看護学会」理事、「ホス
ピスケア研究会」副代表。この本で
は、がんの痛みの本質と痛み治療の
現状を見せてくれる。
　がんの痛みは、がん病変や治療の
副作用による身体的痛みに、怒り、
不安、うつ状態など心理的、社会的

要因が相互に影響し合ってその人自
身が感じる“全人的な苦痛”（トー
タルペイン）となるという。これを
踏まえた情緒面にも配慮した痛み緩
和への治療法が、様々な患者のエピ
ソードを通じて紹介されている。
　抗生物質や抗がん剤治療などで発
生する、口腔粘膜のトラブルには、
おいしいシャーベット・ゼリー療法
がある。“良薬は口に苦し”という
けれど、吐き気で飲めぬ薬は効きよ
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うがない。苦味も苦痛の一つであ
る。今は味を楽しみながら治療でき
るのである。
　音楽療法、遊びリテーション、
様々な気晴らし療法、食事の工夫、
その他個々の患者の症状に応じた
種々の治療が行われいる。そうした
痛み緩和の手の内をたくさん持って
いること、絶えず努力、工夫が続け
られていることが、患者の安心感と
痛みの孤立感からの解放につながる
という。情緒的要素が大きく知覚に
影響する人間の痛みには、心理的・
社会的要因も考慮した全人的アプ
ローチが必要である。

　死に至る病、激しい苦痛を伴う病
として恐れられているがんも、医学
の進歩により根治治療、または病期
をかなり遅らせることが可能になっ
てきた。痛みについても、かなり緩
和されるようになってきたという。
しかしそれでも、がん患者は徐々に
死を意識するようになる。それは他
の病や老いについてもいえるかもし
れないが。
　人間の成長には、常に痛みがつき
ものである。死と対峙する苦痛もま
た、人生をしめくくる最後の成熟の
痛みであると著者は述べている。が
んで死ぬということは、死に至るま
でかなり長いプロセスがある。「人
間は一人の人間として生まれてくる

まで１０カ月かかります。誕生して
から成人するまで２０年かかるので
す。それなら当然、人生の終わりを
自分なりにしめくくるのに、それな
りの時間があってもよいのではない
でしょうか。」
　死に向かう人々の有形無形の言葉
には、死のリアリティーが如実に表
現され、そして又生きるヒントが隠
されている。こうした人達を看護す
る者も又、同じく死のプロセスをた
どる一人の人間として自分自身も生
死にかかわる問いかけを続けていく
ことになる。
　本書では、このような生と死、苦
悩と成熟、告知、ホスピスケアーな
ど、がんと関わってくる様々なこと
について、患者とその家族の声、又
は医療者、哲学者の言葉を引用しな
がら著者の見解が述べられている。
「死が日常の中には入ってきた人た
ちは、私たちの計り知れない深い静
かな＜悲しみ＞を体験しているので
す。そのような人たちに私たちが出
きる援助は何とかぎりあることで
しょう。しかし私たち自身もそのよ
うな存在として（同じ人間として）
“ささえ”や“はげまし”ができる
のかもしれません。」
　　　　　　　　　　　（Ｋ.Ｍ）
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　次回ビハーラセミナー

おだやかに老いと死を迎えるために

講師　　弘前市　木村内科小児科医院長　　木村然次郎氏

生きていることはすばらしいことだ

1995年7月22日　午後7時より　
　鷹巣町　広域交流センター第1研修室

「患者の痛みを分かち合える仏心をもち得てこそ真の医師たりうるもの
であり、仏心のない医療は、たんなる道具屋でしかあり得ないと思う。

　　　　　　　　磨かれる石の涙が見えぬのか　　　　木念
（木村然次郎・三浦義弘共著　『白衣と僧衣』より）

　弘前市では知らぬ人のいないほど有名なお医者さんです。先日お会いしてきま
したが、何の気取りもない中に暖かさがジンワリと伝わってくる、昔はどこの町
にもいたかかりつけのお医者さんという感じの方でした。一方で、川柳の大家と
しても有名で、本物を見抜く洞察力は厳しいものがありました。すばらしいお話
しが聞けること間違い無しです。是非聞きに来てください。
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◆自らの命を断つことは許されざる行
為だと説教するよりも、抱え込んでし
まった悩みをゆっくりと聞くこと。
様々な困難があるかも知れないが、自
殺率の高い秋田には「いのちの電話」
は是非とも必要な活動だと思う。自分
のできる事で何かお手伝いしたいと考
えている。　◆オウム真理教の影に隠
れてしまいましたが、阪神では今もボ
ランティア活動が続いています。ＳＶ
Ａより義援金の領収証と感謝の手紙が
届きました。バザーに協力頂きました
皆様に改めて感謝申し上げ、報告いた
します。
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